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遅延損害金の引当金戻し益に伴う特別利益の計上に関するお知らせ 

 

当社子会社（株式会社塩見）に対する債権（以下「当該債権」という）を有する金融機

関（一社）と交渉を行った結果、当該債権の遅延損害金の一部を免除していただくことで、

本日合意いたしました。 

この結果、遅延損害金の引当金の戻し益約46百万円の特別利益を計上する見込みであり

ますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．遅延損害金の免除を受けるに至った経緯 

当社は、現在平成 20 年 10 月より組織再編を遂行、また、平成 22 年 3 月末で債務

超過となっているため、平成 23 年 3 月末で債務超過が解消できるよう取り組んでい

る最中であります。 

この度、当該債権を有する一部金融機関と交渉した結果、新たな返済計画に基づき

債務返済を行うことで、遅延損害金のうち 46,488 千円を免除されることの合意をい

たしました。 

 

２．今後の見通し 

平成 23 年３月期の業績に与える影響につきましては、本日開示いたしました「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

当社は、更なる経営合理化に取り組むなど、最大限の自助努力を継続するとともに、

引き続き、財務体質の改善・強化を図ってまいる所存であります。 

 

以上 


